
　　　　　　　　　主　　　　文

　　　　　本件上告を棄却する。

　　　　　上告費用は上告人の負担とする。

　　　　　　　　　理　　　　由

　上告人の上告理由について

　原審の認定した事実の要旨は、(１)　本件土地の所有者である訴外財団法人Ｄ会

からこれを賃借していた被上告人の夫Ｅは、昭和二七年ごろ訴外Ｆ某に対し本件土

地を転貸し、同訴外人は、Ｄ会の承諾を得て本件土地上に本件建物を所有していた、

(２)　Ｅが死亡したため昭和五二年四月一日以降その相続人である被上告人が本件

土地の賃借人兼転貸人となつた、(３)　その後本件建物は、本件土地の転借権とと

もに、訴外Ｆから、訴外Ｇ某、訴外Ｈを経て、訴外株式会社Ｉ書房に譲渡され、更

に同訴外人は、昭和五三年八月二九日脱退控訴人Ｊに対し本件建物及び本件土地の

転借権を売り渡した、(４)　Ｊは、本件土地の転借権の譲渡について被上告人の承

諾を得ないまま、同年九月ごろ本件建物に入居し、その後被上告人の承諾を得ない

で朽廃に近かつた本件建物について、土間を落とし天井もとるなどの大改造の工事

を始めた、(５)　これに対し被上告人は異議を申し入れたが、Ｊが聞き入れないた

め、昭和五四年六月一二日京都簡易裁判所から本件建物の改築工事を続行してはな

らない旨を命じた仮処分決定を得、これをＪに送達したが、同人は右仮処分決定を

無視して改造工事を完成させた、(６)　Ｊは、昭和五六年五月二五日ごろ到達の書

面で被上告人及びＤ会に対し、借地法一〇条に基づき右改造後の本件建物をその時

価相当額で買い取ることを求めたが、その後原審口頭弁論期日において、右買取請

求権の行使が否定されるとすれば、右改造工事による増加価格を放棄し本件建物を

譲り受けた当時の価格により買取請求権を行使する旨の意思表示をした、というの

であるところ、右事実認定は、原判決挙示の証拠関係に照らし、肯認することがで
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きる。右事実関係のもとにおいては、Ｊがした本件建物の改造工事は不信行為の著

しいものであつて、たとえ同人が右改造工事による本件建物の増加価格を放棄し、

その譲受当時の価格による買取を求めたとしても、その買取請求権の行使は信義則

に反するものとしてその効力を生じないとした原審の判断は、正当として是認する

ことができる。原判決に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする所論違

憲の主張は、その前提を欠く。論旨は、採用することができない。

　よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主

文のとおり判決する。
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